
  

上尾市自転車駐車場管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２２日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第１１号       

   上尾市自転車駐車場管理規則の一部を改正する規則  

 上尾市自転車駐車場管理規則（昭和５８年上尾市規則第２２号）の一部を

次のように改正する。  

 第１条の２を削る。  

 第３条第３項中「上尾市自転車駐車場あげおサイクルポート南を利用する

場合にあっては」及び「、上尾市原新町自転車駐車場を利用する場合にあっ

ては一時駐車券（第４号様式）の交付又は回数券（第４号様式の２）の購入

をもって、それぞれ」を削り、同条第５項を削る。  

 第４条第１項及び第２項中「別表第１」を「別表」に改め、同条第３項を

削る。  

 第５条第１項中「第１３条」を「第１２条」に改め、同条第２項の表を次

のように改める。  

名称  
当該期間の初日に当たる

日の区分  

当該月の使用料の額  

自転車  
原動機付

自転車  

自動二輪

車  

上 尾 市 自

転 車 駐 車

場 あ げ お

サ イ ク ル

ポート南  

１１日から２０日までの

いずれかの日  

１，７４

０円  

２，４４

０円  

 

２１日から月の末日まで

のいずれかの日  

８２０円  １，１５

０円  

上 尾 市 原

新 町 自 転

車駐車場  

１１日から２０日までの

いずれかの日  

１，７０

０円  

２，３０

０円  

２，３０

０円  

２１日から月の末日まで

のいずれかの日  

８００円  １，２０

０円  

１，２０

０円  

 第５条第３項中「第１３条」を「第１２条」に改める。  

 第６条第１項中「第１４条各号」を「第１３条各号」に改め、同条第２項



中「第１４条ただし書」を「第１３条ただし書」に改め、同条第４項を削る。  

 第１号様式を次のように改める。  



第 1号様式(第 2条関係) 

  

定 期 駐 車 申 込 書 駐車指

定場所 

    

(宛先) 

     上尾市長 

 

申込日     年  月  日 

  

区 分 

１ 自転車   

２ 原動機付自転車(登録番号：        ) 

３ 自動二輪車(登録番号：        ) 

  

使用期間      年  月から(1箇月・3箇月・6箇月) 

申

込

者 

住 所 

(電話番号   －   －   ) 

氏 名   
性

別 

男・女 
目

的 

通勤・通学・その他 

  

  1 2 3 4 5 6   

            

7 8 9 10 11 12 

            

  

 



 第４号様式の２を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正後の上尾市自転車駐車場管理規則の規定は、令和６

年４月１日以後の上尾市自転車駐車場の利用について適用し、同日前の上

尾市自転車駐車場の利用については、なお従前の例による。  


